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BEPS最終報告書の公表 
 

2015年 10月 8日にペルーのリマで開催される G20財務大臣・中央銀行総裁会

議に先立ち、経済協力開発機構（OECD）事務局は 10月 5日に、税源浸食と利

益移転（Base Erosion and Profit Shifting：以下「BEPS」）プロジェクトの下で合

意された行動について説明した 13の最終報告書と解説序文を公表した。これら

の報告書は、2014年の G20ブリスベン・サミットに提出され、歓迎された、最

初の 7つの報告書を含み、かつ統合したものである。（OECDのプレスリリー

ス、解説序文および最終報告書へのリンク：http://www.oecd.org/ctp/beps.htm ) 

 

G20/OECDの BEPSプロジェクトでは 62ヵ国が協力をしてきたが、少なくとも

2020年までは引き続き協働することについて合意している。また、より多くの

国々が地域的な体系化された対話を通じて、成果を生み出す過程に関与した。

特に中国は積極的に BEPSプロジェクトに関与してきた国の一つである。アフ

リカ税務行政フォーラム（African Tax Administration Forum）、税務行政当局交

流研究センター（Centre de Rencontre des Administrations Fiscales）および 米州税

務長官会議（Centro Interamericano de Administraciones Tributarias）等の地域的な

税務組織も、国際通貨基金、世界銀行および国際連合を含む国際組織ととも

に、 BEPSプロジェクトに貢献をした。  

 

2016年および 2017年には、さらに政策面での進展があるであろうが、主な活動

は BEPSへの対応措置の実行状況をモニターすることになるだろう。プロジェ

クトに関与しなかった国々も加わるため、モニタリングの範囲は広がる可能性

がある。先例として、税の透明性および税務目的の情報交換に関するグローバ

ル・フォーラム（Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 

Tax Purposes）には現在、127ヵ国、地域が含まれている。  

 

G20/OECDのワーキンググループは、「BEPSの複雑性およびデータの重大な制

約から、BEPSの規模を測ることは難しいが、今日我々は BEPSの財政的影響が

著しいものであることを知っている」と述べている。ワーキンググループは、

BEPSによるコストは毎年、企業税収の 4%-10%を占めると見積もっている。  

 

BEPS行動計画については 2つの重要な問題がある。それらはいつ実行されるの

かということと、どの国がそれらを実行するのかということである。解説序文

では、異なるレベルの合意について説明している。 

 

「すべての OECDと G20の国々は、トリーティショッピングの防止、

国別報告、有害税制への対抗および紛争解決メカニズムの改善の分野

における（BEPS行動計画の）一貫した実行を承諾する。既存の基準が

更新され、実行されるが、すべての BEPSプロジェクトへの関与国が、

租税条約または移転価格に関する基本的基準に賛同しているわけでは

ないということに注意しなければならない。ハイブリッドミスマッチ

取決めに関する提言および利子費用の損金算入に関するベストプラク

ティス等のその他の分野に関しては、一般的な租税政策の方向性につ

いて各国が合意した。これらの分野においては、合意された共通のア

プローチの実行を通じて、時間の経過に伴い、各国間の差異が縮小

し、さらにこれらの措置を将来における最低基準とすべきか否かが考

慮されることが期待される。 ベストプラクティスに基づく指針も、強

制的な情報開示または被支配外国企業（Controlled Foreign Company：  
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CFC）の立法に関して行動しようとしている国々を支持することになるだろう。各国は目標を定めたモニタリ

ング、特に最低基準の実行に関するモニタリングに従うことについて合意している。さらに、OECDと G20の

メンバー国以外の国々も、自らの税源を守り、競争環境を公正なものをするために、それらに加わるものと予

測される。」 

 

EUは加盟する 28ヵ国において BEPS行動を実行することを決定するかもしれない。2015年 6月、欧州委員会は EU域

内における公正かつ効率的な企業課税についてのコミュニケーションを公表した。これは、EU域内においてどのよう

に BEPS措置を実行できるかを説明することを目的としたものである。財務相会合は、EU全域にわたり、BEPS措置を

採用することを選択する可能性がある。 

 

最初に発効する BEPS行動 

 

最初に発効する BEPS行動は、新しい移転価格アプローチにかかわるものである（行動計画 8-10）。OECDと国際連合

のモデル租税条約はいずれも独立取引の原則に従った価格算定方法の使用を求めており、OECDの「多国籍企業と税務

当局のための移転価格算定に関する指針」は、移転価格算定方法の全世界での適用に係る主な手引きを提供するもの

である。統合された新しい指針は 2017年まで公表されないが、税務当局は既に実務において、パブリックコンサルテ

ーションの段階で公開された資料の内容を用い始めている。例えば、中国が最近公表した特別納税調整実施弁法のデ

ィスカッションドラフトも、この点を体現している。新しいアプローチでは、多国籍企業が改めて機能分析を行い、

「営業利益がその利益を生み出す経済活動に配分されるという結果を移転価格規則が保証する」ようにすることを求

める。このことは、企業が潜在的な報酬を生じるリスクをコントロールできなければならないこと、無形資産の法的

な所有者であるというだけでは、大きなリターンを得るための十分条件とはならないことを意味する。「多額の資本

を有するのみで、その他の経済活動を行っていない企業（“キャッシュボックス”）は、何らの超過利益も得られな

い」。これには利子も含まれる。  

 

すぐに発効する次の BEPS行動は、行動計画 13にある国別報告制度である。当該行動計画には、報告書のテンプレー

トがあり、その使用に係る明確な手引きも付されている。すべての主な親会社の所在国はこの行動にコミットしてい

るため、親会社の所在国との間で租税条約または租税情報交換協定を締結しているか、多国間の税務行政執行共助条

約に署名していることを前提として、その他の国もリスク評価のための追加的な情報を得ることができる。すべての

発展途上国が情報を得られるわけではないということに不平を言う非政府組織もあるかもしれないが、既に 127ヵ国、

地域が税の透明性および税務目的の情報交換に関するグローバル・フォーラムに参加していること、約 80ヵ国が税務

行政執行共助条約に署名していることに留意しなければならない。最初の国別報告のデータ（全世界売上高が 5.86億

英ポンド、7.5億ユーロあるいは 8.4億米ドルに相当する 12月決算の企業グループに適用）は 2017年 12月 31日までに

税務当局に提出しなければならない。そのデータは 2018年 6月 30日までにその他の国と共有される。影響を受ける多

国籍企業は、既に必要なデータを収集するためのシステム作業に着手しているだろう。中国で最近公表された特別納

税調整実施弁法のディスカッションドラフトにも、国別報告に関する内容が含まれている。 

 

すぐに発効する最後の行動は、“パテントボックス”あるいはその他の知的財産権に係る租税優遇制度を有する国に

影響を与えるものである。将来においては、関連の研究開発活動が同じ国で行われる場合にのみ、パテントボックス

の優遇を受けられるかもしれない。英国は 2016年 6月から新しい制度を導入し、既存のパテントボックス制度を停止

するための立法を急ぐものと見込まれている。また、2016年 1月 1日以降は、グループが知的財産権を既存の“パテ

ントボックス”に移転することは認められなくなるだろう。ドイツ、アイルランドおよび米国は、BEPSの要求に沿っ

た知的財産権に係る租税優遇制度を導入する可能性がある。中国でも現在、研究開発に係る租税優遇制度のレビュー

を行っている。 

 

2017年以降に発効する可能性のある行動計画 

 

2つの重要な行動計画（即ち、ハイブリッドミスマッチと利子費用の損金算入制限に関する行動計画）は国の立法を必

要とする。OECDのワーキングパーティは、各国のハイブリッドミスマッチ（同一のインストールメントまたは企業に

対する、2つの国の異なる税務処理を利用して、同一の経済支出に対する二重の損金算入を実現するか、または一方に

おいては損金に算入し、他方においては課税収入として認識しない）に対処するための立法を助けるために、400ペー

ジを超える手引きを提供した。上述の立法措置は、一方の国のみがハイブリッド防止条項を制定したとしても、ハイ

ブリッドミスマッチ取決めの効果は無効化するだろうということを意味する。基本的なアプローチは、費用の損金算

入を認めないということであり、支払側の国において損金算入が制限されない場合には、受取側の国において所得に

対して課税するという副次的な規則によりこれを補うことになる。この行動計画の実施に係る課題の一つは、どのよ

うに十分な情報を入手し、ハイブリッドミスマッチの効果が生じるか否かを判断するかということである。英国は、

2017年 1月 1日からの立法化を検討していると表明した。これを支持するとしている国は多くないが、現行の法律の

下でもハイブリッドミスマッチの効果は生じないと考える国（例えば、フランス）もある。  

 

利子費用の損金算入制限に関する提言は、各国は EBITDA（利払い・税金・償却前利益）の固定比率に基づき、利子費

用の損金算入限度額を設定すべきというものである。比率の範囲は 10%-30%とする。各国は任意に、グループの第三

者に対する利子純額の比率を予備的に用いることもできる（当該比率がより高い場合）。 BEPSプロジェクトの報告書

においては、その他の選択肢についても提言されている。それには、負債の小さい企業を上記規則の適用対象から除



くための最小限の制限（de minimis limit）の設定、および超過利子の以後の年度への繰越し、あるいは以前の年度への

繰戻しに関する規則が含まれる。また、公共利益プロジェクトの資金を調達するための第三者に対する債務は、一定

の条件の下で、利子費用の損金算入制限の適用範囲外となる可能性がある。オーストラリアは既に、この行動計画は

実行しないと表明しており、ドイツおよびその他の一部のヨーロッパの国々は、現行の規則でも行動計画の要求をお

よそ満たしていると考えているようである。米国の議会および財務省は、利子費用の損金算入を制限したいと考えて

いるが、より広範な企業所得税改革の一環として改正が行われる以外には、議会がこれを単独で立法化することはな

いと予測される。英国はこの行動計画をどのように実行するかに関するコンサルテーションを行う可能性がある。 

 

租税条約の改正を必要とする行動計画  

 

多国間協定は各国間の租税条約の改正を実現することを意図したものであり、2016年に交渉が行われる予定である。

最初の交渉を行う会議は 2015年 11月 5日に開始され、英国が議長を務め、中国とフィリピンが副議長を務める。90

を超える国、地域が交渉への参加を表明している。多国間協定は 2016年末までに完了し、その後は各国が批准のため

の手続を行うことになる。多国間協定においては、参加国が異なる選択をできるような、大きな柔軟性が与えられる

ことが期待される。  

 

租税条約の改正が必要とされるのは主に、恒久的施設（Permanent Establishment：以下「PE」）（納税主体）、租税条

約の濫用および紛争解決メカニズムに関する条項である。このほか、ハイブリッドミスマッチにかかわる軽微な改正

も行われる。  

 

広範囲にわたる PEに関する改正は、より広く納税主体の認定ができるようにすることを意図している。1点目は、PE

の認定における、契約が法的に締結された場所の重要性を減じることである。行動計画 7では次のように述べている。

「方針として、仲介者が一方の国において行う活動が、国外企業が履行する契約の経常的な締結を意図したものであ

るならば、仲介者がそれらの活動を独立の事業の中で行うのでない限り、その企業はその国に納税主体を有するもの

とみなされなければならない。第 5条の 5項と 6項およびそれらのコメンタリーの改正は、これらの条項の文言がより

よくこの基本的な方針を反映するようにすることにより、コミッショネアの取決めと類似の方策に対処しようとする

ものである」。これらの改正が実行されれば、中国国外から中国の買い手および消費者への商品販売およびサービス

提供に関して中国国内のマーケティングサービス企業を用いるビジネスモデルに大きな影響を与えると考えられる。 

 

2点目は、「一方の国で行われるコアの活動から生じる所得に対して、その国で課税できるようにすることを保証する

ために」、例外の使用を制限するということである。OECDモデル租税条約の第 5条 4項にある例外規定は修正され、

PEを構成しないとされる各項目は、“準備的または補助的”な性格の活動に限られることになる。このほか、多国籍

企業が活動を分割することによって PE認定を人為的に回避することを制限するために、分割防止条項も加えられる。  

 

さらに、PEに帰属する所得の決定に係る確定性を高め、PEへの所得の帰属問題に関する追加的な指針を提供するため

に、所得の帰属問題についてのフォローアップ作業が行われる。これは、多国間協定の交渉期限である 2016年末まで

に必要な指針を提供することを目標としている。中国に PEを有することとなる可能性のある納税者は、中国の税務機

関による“みなし利益”の使用と“実際の利益の帰属”に関する動きにも留意する必要がある。 

 

租税条約の濫用に関する行動計画は、条約の締約国が意図していない状況において、租税条約の恩典を受けようとす

る場合が生じ得るという懸念から出てきたものである。各国は租税条約にトリーティショッピング（税負担を減じる

ために、特定の締約国を通じて支払を行う）に対処するための最低基準（minimum standard）を含む濫用防止条項を含

めることについて合意している。また、最低基準の実行に一定の柔軟性を持たせる必要があるということについても

合意している。これらの条項は、各国の特殊性と二国間条約の交渉状況に合わせる必要があるからである。提言され

ているアプローチは、特典制限条項（現在は日本と米国で適用されている）と主要目的テスト（現在は英国を含むそ

の他の多くの国で適用されている）である。中国は特典制限条項と主要目的テストをいずれも用いることを検討して

いる可能性がある。集団投資ビークルは、一定の状況において租税条約の恩典を受けることができるだろう。報告書

には、選択可能な具体的な措置もある。 

 

紛争解決に関する行動計画は最も重要である。解説序文では次のように述べている。「二重課税は、世界における貿

易および投資の促進、経済成長の維持、雇用の創出、革新の促進および貧困からの脱出に貢献をしてきた多国籍企業

に害を与える。二重課税は資本のコストを増加させ、関連の経済体に対する投資を妨げることにもなる」。 

 

行動計画 14の下で制定された措置は、国家間で案件の解決を図る相互協議手続（mutual agreement procedure：以下

「MAP」）の有効性と効率性を高めることを目的としている。MAPに関する OECDの統計によれば、2013年末の時点

で、OECD加盟国および 4ヵ国のパートナー国の間で 4,600を超える MAP案件があった。そのうち、1,900はその年の

新しい案件である。  

 

新しい最低基準は、MAPにかかわる租税条約上の義務の誠実かつ十分な履行と、MAP案件の適時の解決を保証し、か

つ納税者が要件を満たす場合には MAPを申請できるということを保証する。 

 

また、報告書では、「健全な相互モニタリング体制を構築し、定期的に租税委員会を通じて G20に報告をする」とい

うことも述べられている。このような体制は、税の透明性および税務目的の情報交換に関するグローバル・フォーラ



ムにおいてよく機能しており、将来において MAPが一貫した形で適用されるようにすることを目的としている。  

 

進行中の MAP案件の 90%をカバーする 20ヵ国（中国を含まない）は、租税条約に強制的な拘束力を持つ仲裁条項を

加え、“ラスト・ベスト・オファー”（last best offer）のアプローチを用いると表明した。このアプローチでは、独立

の仲裁人が、自ら仲裁案を決定するのではなく、紛争当事国がそれぞれ提示した案のうちのいずれかを選択すること

になる。米国（20ヵ国のうちの一つ）はまだ交渉に参加するか否かを決定していないが、仲裁条項は多国間協定を通

じて追加されることになるだろう。 

 

今後の作業 

 

G20/OECDはいくつかの行動計画に関して、2016年も作業を行う予定である。 

 

 有害税制：基準の見直し、OECD加盟国以外の国の参加拡大 

 租税条約の濫用：特定の基金に対する条約上の優遇付与 

 利子：グループ比率のカーブアウト設計の最終化、銀行業および保険業に対する特別な規則  

 恒久的施設：所得の帰属に係る規則  

 移転価格：金融取引、利益分割法の使用  
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